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O予防接種を行うことについて (健康政策課)
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予防接種法(昭和23年法律第68号)第 5条第 l項の規定による予防接種を行うので、予防接種法施行令(昭和23年

政令第197号)第4条第 l項本文及び第5条の規定により、次のとおり公告します。

平成27年6月3日

金沢市長 山 野 之 義

l 予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

ジフテリア・破傷 11歳以上13歳未満の者

風第2期

日本脳炎第2期 平成7年4月2日から平成19年4月 1日までの

聞に生まれた者であって 9歳以上20歳未満の者

2 予防接種を受けることが適当でない者

(1) 明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

平成27年6月3日から 別表のとおり

平成28年3月31日まで

(3) 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

(4) 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者

(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

3 長期にわたる疾患のため予防接種の対象者であった聞に予防接種を受けることができなかった場合

予防接種の対象者であった者であって、当該予防接種の対象者であった聞に、長期にわたり療養を必要とする疾

病で厚生労働省令で定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより当該予

防接種を受けることができなかったと認められる者については、特別な事情がなくなった日から起算して 2年を経

過する日までの問、予防接種を受けることができる。

別表

予防接種を行う

医師の氏名

伊藤弘樹

予防接種を行う主たる場所

医療機関名 | 所 在 t血

いとう内科クリニック 金沢市金石東 3T目4番 7号
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